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琵琶湖レジャー利用適正化基本計画 
改定スケジュール概要 

 
計画改定までの手続き 

 

令和６年度（2024年度） 

・３月下旬 琵琶湖レジャー利用適正化推進会議委員による庁内調整   

 → 骨子案作成に向け、関係各課あてに現行計画の修正を依頼します。 

 

令和７年度（2025年度） 

・５月下旬 県議会へ計画改定の報告 

 

・６月５日（木） 第59回琵琶湖レジャー利用適正化審議会（諮問） 

 → ①レジャー計画改定についての説明（手続き・スケジュール等） 

→ ②計画 （骨子案、改定の方向性） 

      

・８月下旬 第60回琵琶湖レジャー利用適正化審議会による素案の審議   

 

・10月上旬 県議会への説明・報告 

 → 上記２回の審議会を受け、作成した素案の報告・説明 

 

・11月中旬 第61回琵琶湖レジャー利用適正化審議会 

 → 答申案の審議 

 

・12月下旬 県議会への説明・県民政策コメント実施報告 

 → 報告後、1月上旬まで県民政策コメントを募集 

 

・２月上旬 知事・副知事報告    

 

・３月 県議会への報告 

 

・３月下旬 改定版レジャー計画公表  
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